
中教審総会配付資料～業務の削減について（たたき台）

「業務の削減」として「定数改善」「授業
時数の削減」「学テ見直し」などを示す

●文科省が中教審総会（第124回）に「たたき台」として示す

１年単位の変形労働時間制導入を可能とする改正給特法の施行に向けて、文科省が３月に省令
制定、変形の要件についての指針の告示を行うために、中教審で審議が行われています。
１月２４日に中教審総会（第124回）が行われ、その配付資料として「働き方改革状況調査や日

々のやりとりの中で見取ることができる学校や教育委員会が求める業務の削減について（たたき
台）」が文科省から示されました。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！

「止めよう！変形労働制」ニュース №56 全北海道教職員組合 2019.2.14



このたたき台の趣旨を「給特法改正法の成立を受け、働き方改革をより一層加速していくため、
文部科学省自らが学校に求めている業務の具体の削減案を示していく」としています。そして、
特に要望が多い事項として８項目を挙げ、「定数改善など教育条件の整備」「思い切った削減や廃
止を実施」の２つにまとめて示されています。

●①定数改善など教育条件の整備

「要望１ 教職員定数の改善」「要望２ 外部人材の配置」「要望３ ＩＣＴ環境整備」については
「定数改善など教育条件の整備」としてまとめられています。
特に、「要望１ 教職員定数の改善」では、「人員を増やすことが何より働き方改革の効果が大き

い」「一人当たりの持ちコマ数の削減をすべき」「小学校英語の教科化に伴う専科教員の増員を」
など、私たち組合が求め続けてきたことがそのまま示されています。

●②思い切った削減や廃止を実施

「要望４ 部活動の見直し」「要望５ 教育課程の見直し」「要望６ 教員免許更新制度」「要望７
学校向け調査の削減」「要望８ 学力学習状況調査」の５つについて「思い切った削減や廃止を実
施」とされています。
「要望５ 教育課程の見直し」では、「標準授業時数の削減を」「小学校では週当たり29時間とな

り(中略)勤務時間中に学級事務や授業準備をすることが困難。改めるべき」と、この間増やし続け
てきた授業時数の削減について示しています。
「要望６ 教員免許更新制度」では、「教育委員会主催の研修の場が多々ある中、免許更新講習

を受ける意味がどこまであるのか」など、制度の存在意義に踏み込んだ指摘がされています。
「要望８ 学力学習状況調査」では、「各県や自治体独自の学力調査等もあり、負担感が大きい」

「４月の調査は学校の負担が大きい」「自治体によっては、各学校での採点、分析が義務付けられ
ており負担が大きい」「学力状況調査のための『対策』への負担が大きい」と、負担の大きさが再
三指摘されています。
そのほか、「要望４ 部活動の見直し」「要望７ 学校向け調査の削減」についても、現場の実感

として必要な指摘がされています。

●教員の異常な長時間労働について、文科省も看過できなくなった

昨年１２月の臨時国会で成立した改定給特法について、文科省は「改正給特法の施行に向けた
スケジュール（イメージ）」を示し、３月には文科省令と変形の要件についての指針を示すことと
しています。文科省令を定めるにあたっては、中教審の意見を聞くこととされており、その中教
審の会議で、「学校や教育委員会が
求める業務の削減について」として
このようなたたき台を示し、議論さ
れているのです。
「要望が多い事項」であり、文科

省の方針として示されたものではあ
りません。それでも、教員の異常な
長時間労働について、文科省として
もこれらの「要望」を無視できない
ほどに危機的な状況であるとの認識
を持っているということです。
今後も、各地で抜本的な改善策を

求める声を上げ続けていくことが重
要です。


